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〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究

三
四
〕

昭
和
四
九
9
（
畷
鵬
服
諜
餌
訟
蜷
頁
）

　
競
売
法
に
よ
る
不
動
産
競
売
手
続
に
お
い
て
配
当
異
議
訴
訟
が
提
起
さ
れ

　
た
場
合
と
異
議
あ
る
債
権
の
配
当
額
の
供
託

　
　
損
害
賠
償
請
求
事
件
（
昭
和
四
九
・
一
二
二
二
第
一
小
法
廷
判
決
）

　
　
訴
外
A
会
社
か
ら
申
立
て
ら
れ
た
根
抵
当
権
の
実
行
に
よ
る
不
動
産
競
売
事
件
に
お

　
　
い
て
、
競
売
物
件
は
昭
和
四
〇
年
六
月
工
ハ
日
、
代
金
九
七
九
万
三
千
円
で
競
落
さ

　
　
れ
、
そ
の
後
代
金
は
競
売
裁
判
所
（
浦
和
地
裁
）
に
納
付
さ
れ
た
。
競
売
裁
判
所
は
、

　
　
右
売
得
金
か
ら
競
売
手
続
費
用
一
五
万
五
千
九
円
を
控
除
し
た
残
額
に
つ
い
て
、

　
　
訴
外
A
会
社
よ
り
先
順
位
の
根
抵
当
権
者
で
あ
る
X
（
原
告
・
被
控
訴
人
・
上
告

　
　
人
）
に
、
そ
の
全
額
を
配
当
し
、
訴
外
A
会
社
に
は
配
当
な
し
と
の
配
当
表
を
作
成

　
　
し
た
。
こ
れ
に
対
し
訴
外
A
会
社
は
、
同
年
八
月
二
五
日
の
配
当
期
日
に
X
の
債
権

　
　
に
異
議
を
申
立
て
る
と
と
も
に
、
そ
の
経
緯
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
れ
よ
り
先
同
年

　
　
六
月
二
〇
日
頃
X
に
対
し
配
当
異
議
の
訴
を
提
起
し
た
。
右
訴
え
は
昭
和
四
三
年
六

　
　
月
一
七
日
X
勝
訴
の
判
決
が
確
定
し
、
そ
の
後
配
当
額
九
六
三
万
七
九
九
一
円
が
X

　
　
に
交
付
さ
れ
た
。

　
　
と
こ
ろ
が
、
競
売
裁
判
所
は
配
当
異
議
訴
訟
の
提
起
後
も
右
配
当
額
を
供
託
す
る
こ

　
　
と
な
く
そ
の
ま
ま
保
管
し
て
い
た
た
め
、
X
は
、
右
の
よ
う
な
場
合
、
競
売
裁
判
所

　
　
は
そ
の
配
当
額
を
供
託
す
べ
き
で
あ
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
を
怠
り
、
供
託
規

　
　
則
三
三
条
所
定
の
年
二
分
四
厘
の
割
合
に
よ
る
利
息
金
六
三
万
六
千
円
（
昭
和
四
〇

　
　
年
九
月
一
日
か
ら
同
四
三
年
五
月
三
一
日
ま
で
）
に
相
当
す
る
損
害
を
蒙
つ
た
と
し

判
例
　
研
究

て
、
Y
（
国
・
被
告
・
控
訴
人
・
被
上
告
人
）
に
対
し
国
家
賠
償
を
求
め
て
本
訴
を

提
起
し
た
。

第
一
審
（
東
地
判
昭
四
七
・
七
二
九
）
は
、
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
て
X
の
請
求

を
認
容
し
た
。
最
判
昭
三
一
・
一
一
・
三
〇
を
引
用
し
、
①
担
保
権
実
行
の
た
め
に

す
る
競
売
手
続
（
以
下
任
意
競
売
手
続
と
略
称
す
る
）
に
お
い
て
配
当
表
が
作
成
さ

れ
た
場
合
、
右
配
当
表
に
対
す
る
異
議
の
訴
を
提
起
し
う
る
こ
と
を
認
め
る
以
上
、

そ
の
配
当
額
に
つ
い
て
は
、
民
訴
法
六
九
七
条
六
三
三
条
、
同
法
六
九
七
条
六
三
〇

条
三
項
を
準
用
し
、
配
当
実
施
を
留
保
し
て
配
当
額
は
供
託
す
べ
き
で
あ
る
。
従

つ
て
、
②
裁
判
所
が
配
当
額
を
供
託
せ
ず
保
管
し
て
い
た
こ
と
は
達
法
な
措
置
で
あ

り
、
③
実
際
上
の
一
般
的
取
扱
い
が
区
々
に
分
か
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
供
託
を
怠

つ
た
競
売
裁
判
所
に
過
失
が
存
し
な
い
と
は
い
え
な
い
。
と
。

こ
れ
に
対
し
Y
は
右
①
②
③
を
不
服
と
し
て
控
訴
し
た
。

第
二
審
（
東
高
判
昭
四
五
・
五
・
二
七
）
は
、
①
②
に
つ
い
て
は
第
一
審
と
同
様

に
、
③
に
つ
い
て
は
以
下
の
通
り
判
示
し
て
原
判
決
を
取
消
し
X
の
請
求
を
棄
却
し

た
。
任
意
競
売
手
続
に
お
い
て
配
当
表
が
作
成
さ
れ
、
右
配
当
表
に
対
す
る
異
議
の

訴
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
、
④
民
訴
法
六
九
七
条
六
三
〇
条
条
三
項
を
準
用
す
べ
き

か
否
か
に
つ
い
て
の
先
例
的
判
例
、
通
説
的
学
説
が
な
く
、
こ
れ
を
い
か
に
解
す
べ

ぎ
か
疑
義
が
あ
り
、
積
極
消
極
両
説
が
考
え
得
る
場
合
に
、
⑤
裁
判
所
が
右
規
定
を

準
用
す
べ
ぎ
で
な
い
と
解
し
、
そ
の
解
釈
に
基
づ
く
措
置
を
と
つ
た
と
き
、
後
日
そ

の
措
置
が
違
法
だ
と
判
断
さ
れ
て
も
、
裁
判
所
に
故
意
過
失
が
あ
つ
た
と
は
い
え
な

い
、
と
。

九
九

（
七
二
五
）



　
判
　
例
　
研
　
究

こ
れ
に
対
し
X
は
、
国
家
賠
償
法
一
条
に
定
め
る
「
過
失
」
の
解
釈
適
用
に
誤
り
が

あ
り
、
ま
た
④
か
ら
⑤
を
導
く
論
理
は
飛
躍
で
あ
つ
て
判
決
に
理
由
齪
蠕
が
あ
る
と

し
て
上
告
し
た
。

最
高
裁
は
、
以
下
の
通
り
判
示
し
て
、
全
員
一
致
で
上
告
を
棄
却
し
た
。
「
不
動
産

任
意
競
売
手
続
に
お
い
て
、
配
当
表
が
作
成
さ
れ
、
そ
の
記
載
内
容
を
不
服
と
す
る

抵
当
権
者
か
ら
配
当
表
に
対
す
る
異
議
の
訴
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
は
、
競
売
裁
判

所
は
、
異
議
あ
る
債
権
の
債
権
者
に
対
し
直
ち
に
売
得
金
を
交
付
す
る
こ
と
は
許
さ

れ
ず
、
民
訴
法
六
九
七
条
六
三
〇
条
三
項
（
昭
和
四
一
年
法
律
二
一
号
に
よ
る
改

正
前
の
も
の
）
の
規
定
を
類
推
し
て
、
　
交
付
を
留
保
し
た
異
議
あ
る
債
権
の
配
当
額

を
供
託
す
べ
き
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
「
あ
る
事
項
に
関
す
る
法
律
解

釈
に
つ
ぎ
異
な
る
見
解
が
対
立
し
て
疑
義
を
生
じ
、
拠
る
べ
き
明
確
な
判
例
学
説
が

な
く
、
実
務
上
の
取
扱
い
も
分
か
れ
て
い
て
、
そ
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
一
応
の
論

拠
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
公
務
員
が
そ
の
一
方
の
解
釈
に
立
脚
し
て
公
務
を
執
行

し
た
と
き
は
、
後
に
そ
の
執
行
が
違
法
と
判
断
さ
れ
た
か
ら
と
い
つ
て
、
た
だ
ち
に

右
公
務
員
に
過
失
が
あ
つ
た
も
の
と
す
る
こ
と
は
相
当
で
な
く
、
　
こ
れ
と
同
趣
旨
の

原
審
の
判
断
は
正
当
で
あ
る
。
』
と
。

　
判
旨
に
賛
成
。
民
訴
法
六
三
〇
条
三
項
は
昭
和
四
一
年
法
律
一
一
一
号
に
よ

っ
て
改
正
さ
れ
た
（
後
述
）
が
、
改
正
後
の
規
定
を
前
提
と
し
て
も
判
旨
に
賛
成
。

（
以
下
改
正
前
の
民
訴
法
六
三
〇
条
三
項
は
、
民
訴
法
旧
六
三
〇
条
三
項
と
い
う
。
）

　
本
件
は
、
不
動
産
任
意
競
売
手
続
に
お
い
て
、
配
当
表
が
作
成
さ
れ
、
配
当

異
議
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
、
民
訴
法
六
九
七
条
旧
六
三
〇
条
三
項
が
準

用
さ
れ
る
か
否
か
と
い
う
問
題
が
、
競
売
裁
判
所
の
過
失
　
（
国
賠
法
一
条
）
と

の
関
連
に
お
い
て
争
わ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
手
続
上
の
問
題
点
と
し
て
は
、
以

下
に
検
討
す
る
二
点
が
あ
る
。
そ
の
億
か
に
、
競
売
裁
判
所
の
違
法
な
措
置
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇
　
　
　
（
七
二
六
）

過
失
を
め
ぐ
つ
て
の
問
題
か
あ
る
が
、
本
件
で
は
、
裁
判
官
の
違
法
行
為
の
内

容
が
、
裁
判
を
要
素
と
し
て
お
ら
ず
、
裁
判
本
質
論
と
の
関
係
で
起
ぎ
る
国
家

賠
償
法
の
適
用
排
除
の
問
題
は
起
こ
ら
ず
、
過
失
の
点
に
つ
い
て
も
、
一
般
の

公
務
員
の
場
合
と
同
レ
ベ
ル
で
扱
つ
て
よ
い
事
件
で
あ
る
か
ら
、
実
体
法
上
の

問
題
点
と
L
て
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
こ
と
に
す
る
。

　
一
　
民
訴
法
領
域
内
の
問
題
と
し
て
、
強
制
競
売
手
続
に
お
い
て
、
民
訴
法
六

九
七
条
に
よ
り
同
法
旧
六
三
〇
条
三
項
が
準
用
さ
れ
た
場
合
、
執
行
裁
判
所
は

異
議
あ
る
債
権
の
配
当
額
を
供
託
す
べ
ぎ
か
。
本
判
決
は
こ
れ
を
肯
定
す
る
。

　
民
訴
法
旧
六
三
〇
条
二
項
、
旧
六
三
九
条
四
項
に
つ
い
て
も
同
趣
旨
の
問
題

が
生
ず
る
の
で
そ
の
場
合
も
含
め
て
考
え
る
と
、
従
来
の
判
例
は
肯
定
す
る
も

　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
が
多
い
。
否
定
す
る
も
の
は
き
わ
め
て
少
数
で
あ
る
。
学
説
に
つ
い
て
は
、
古

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

い
も
の
は
い
ず
れ
も
肯
定
す
る
が
そ
の
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
。
こ
の
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

見
解
に
対
し
て
否
定
説
は
、
強
制
競
売
手
続
に
お
い
て
六
九
七
条
に
よ
り
旧
六

三
〇
条
二
・
三
項
、
旧
六
三
九
条
四
項
が
準
用
さ
れ
た
場
合
に
、
裁
判
所
は
こ

れ
ら
の
規
定
の
本
質
的
内
容
に
従
つ
て
配
当
実
施
の
許
否
を
決
め
れ
ぽ
足
り
、

配
当
実
施
を
留
保
し
た
場
合
に
も
、
そ
の
配
当
額
に
対
し
て
供
託
義
務
を
負
う

も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
動
産
執
行
手
続
の
経
過
を
み
る
と
明
ら

か
に
な
る
。
即
ち
、
動
産
執
行
の
配
当
手
続
は
執
行
官
又
は
第
三
債
務
者
か
ら

既
に
売
得
金
が
供
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
開
始
さ
れ
る
（
旧
五
九
三
条
、

六
一
二
条
、
旧
六
二
六
条
）
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、
旧
六
三
〇
条
二
・
三

項
、
旧
六
三
九
条
四
項
は
「
伽
ホ
之
ヲ
供
託
ス
」
と
規
定
し
て
い
た
。
従
つ
て
、

こ
れ
ら
の
規
定
は
一
定
の
場
合
に
は
配
当
実
施
を
留
保
す
る
旨
を
定
め
る
に
と

ど
ま
り
、
配
当
額
の
取
扱
い
に
関
し
て
裁
判
所
に
何
ら
積
極
的
な
行
為
を
要
求



し
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
規
定
が
六
九
七
条
に
よ
り
強
制
競
売
手
続
に
準
用
さ

れ
た
場
合
、
規
定
の
本
質
的
内
容
に
従
つ
て
、
裁
判
所
は
配
当
を
実
施
す
る
か

否
か
を
決
定
す
れ
ば
足
り
、
配
当
を
留
保
し
た
場
合
に
配
当
額
を
供
託
す
る
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

務
は
負
わ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
肯
定
説
は
次
の
よ
う
に
い

う
。
旧
六
三
〇
条
二
・
三
項
、
旧
六
三
九
条
四
項
が
「
価
ホ
之
ヲ
供
託
ス
可

シ
」
と
表
現
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
配
当
額
の
保
管
方
法
を
供
託

に
よ
る
と
の
趣
旨
を
含
む
と
解
す
れ
ば
、
強
制
競
売
手
続
に
お
い
て
も
、
こ
れ

ら
の
規
定
に
従
つ
て
供
託
義
務
を
肯
定
す
る
解
釈
が
と
り
え
な
い
と
い
う
訳
で

は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
は
供
託
に
は
利
息
が
生
ず
る
（
供
託
法
…
二

条
）
点
で
利
害
関
係
人
に
利
益
で
あ
り
、
裁
判
所
に
と
り
わ
け
不
利
益
は
な

い
。
保
管
の
確
実
性
も
害
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
か
ら
、
肯
定
説
が
妥
当
で
あ
る

と
い
う
。

　
思
う
に
、
旧
六
三
〇
条
二
・
三
項
、
旧
六
三
九
条
四
項
は
否
定
説
肯
定
説
双

方
の
主
張
す
る
よ
う
に
解
し
う
る
余
地
が
あ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
規
定
が
準

用
さ
れ
る
他
の
場
合
、
即
ち
強
制
管
理
手
続
に
つ
い
て
み
る
と
、
強
制
管
理
に

お
け
る
配
当
手
続
は
、
配
当
す
べ
き
金
銭
を
管
理
人
が
保
管
し
た
ま
ま
裁
判
所

に
事
情
届
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
開
始
さ
れ
（
七
一
四
条
一
項
）
、
配
当
表
の
確

定
等
配
当
を
受
け
得
る
状
態
に
至
る
ま
で
管
理
人
が
金
銭
を
保
管
す
る
（
七
一

四
条
二
項
）
。
こ
の
場
合
旧
六
三
〇
条
二
・
三
項
に
配
当
額
の
保
管
方
法
は
供
託

に
よ
る
と
の
趣
旨
を
含
ま
な
い
と
解
す
る
限
り
、
管
理
人
は
任
意
の
方
法
に
よ

り
保
管
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
配
当
額
の
保
管
が
安
全
確
実
に
な
さ
れ

得
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
旧
六
三
〇
条
二
・
三
項
に
供
託
義
務
を
否
定
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
積
極
的
な
根
拠
が
な
い
以
上
、
右
規
定
が
強
制
管
理
手
続
に
も

　
　
　
判
　
例
研
究

準
用
さ
れ
る
こ
と
に
鑑
み
、
保
管
の
確
実
性
を
期
す
る
上
か
ら
、
裁
判
所
に
供

託
義
務
を
課
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
判
決
が
肯
定
説
を
採
用
し

た
の
は
正
当
で
あ
る
。

　
昭
和
四
一
年
執
行
官
法
、
執
行
官
手
続
規
則
の
制
定
に
よ
つ
て
、
執
行
官
の

差
押
金
銭
は
地
方
裁
判
所
が
保
管
す
る
こ
と
に
な
つ
た
（
執
官
法
六
条
、
執
官
規

則
四
五
条
の
2
二
項
）
。
そ
れ
に
伴
い
旧
六
三
〇
条
二
・
三
項
、
旧
六
三
九
条
四

項
は
五
九
三
条
、
六
二
六
条
と
と
も
に
改
正
さ
れ
、
「
佃
ホ
」
の
文
言
が
削
ら

れ
た
。
改
正
後
の
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
つ
て
執
行
裁
判
所
の
保
管
金
と
な
つ
て

い
る
場
合
に
は
新
た
な
供
託
義
務
が
生
ず
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た
。
改
正

後
、
前
述
の
執
行
裁
判
所
の
供
託
義
務
の
議
論
は
立
法
的
に
解
決
さ
れ
た
訳
で

あ
る
。

　
二
　
不
動
産
任
意
競
売
手
続
に
お
い
て
配
当
表
が
作
成
さ
れ
、
配
当
異
議
訴

訟
が
提
起
さ
れ
た
場
合
、
異
議
あ
る
債
権
の
配
当
額
に
つ
い
て
は
交
付
を
留
保

し
、
民
訴
法
六
九
七
条
旧
六
三
〇
条
三
項
を
準
用
し
て
供
託
す
べ
き
か
。
本
判

決
は
こ
れ
を
肯
定
す
る
。

　
一
般
に
任
意
競
売
手
続
に
民
訴
法
の
配
当
手
続
の
規
定
の
準
用
が
あ
る
か
に

つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
配
当
表
に
対
す
る
異
議
・
異
議
の
訴
の

許
否
と
の
関
連
に
お
い
て
、
民
訴
法
六
九
七
条
旧
六
三
〇
条
三
項
準
用
の
可
否

を
検
討
す
る
。
従
来
の
判
例
を
み
る
と
、
古
い
大
審
院
判
例
は
任
意
競
売
手
続
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

お
い
て
、
配
当
表
に
対
す
る
異
議
お
よ
び
異
議
の
訴
を
認
め
て
い
な
か
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

新
し
い
大
審
院
判
例
は
こ
れ
を
認
め
る
と
み
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
、
そ
の
後
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
　
　
　
（
9
）

最
高
裁
は
配
当
表
が
作
成
さ
れ
た
場
合
に
抵
当
権
者
又
は
債
務
者
か
ら
の
配
当

異
議
訴
訟
の
提
起
を
認
め
る
に
至
つ
た
。
し
か
し
他
方
、
右
の
訴
に
対
す
る
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
　
　
　
（
七
二
七
）



　
　
　
判
　
例
　
研
究

定
判
決
に
従
つ
て
配
当
か
実
施
さ
れ
た
場
合
で
も
、
後
の
不
当
利
得
返
還
請
求

　
　
　
　
　
　
　
　
（
10
）

を
妨
げ
な
い
と
し
て
い
る
た
め
、
判
例
の
立
場
か
ど
の
よ
う
な
も
の
か
簡
単
に

論
じ
得
な
い
が
、
一
応
手
続
面
で
は
民
訴
法
の
規
定
を
準
用
し
、
実
体
面
で
は

任
意
競
売
の
特
殊
性
に
鑑
み
て
別
個
の
取
扱
い
を
な
す
べ
き
も
の
と
し
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
配
当
異
義
訴
訟
を
認
め
た
場
合
に
異
議
あ
る
債
権
の

配
当
額
を
い
か
に
取
扱
う
か
に
関
す
る
先
例
的
判
例
は
な
い
が
、
仮
登
記
抵
当

　
　
　
（
1
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
12
）

権
者
の
債
権
、
弁
済
期
未
到
来
の
債
権
、
弁
済
期
未
到
来
の
転
抵
当
権
者
の
債

（
1
3
）

権
に
つ
い
て
、
判
例
は
民
訴
法
六
三
〇
条
三
項
の
法
意
に
基
づ
き
こ
れ
を
準
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
14
）

し
て
供
託
す
べ
し
と
し
て
い
る
。
学
説
を
み
る
と
、
準
用
否
定
説
は
次
の
よ
う

に
い
う
。
競
売
法
に
よ
る
担
保
権
の
実
行
は
、
申
立
人
の
目
的
物
上
の
財
産
価
値

に
対
す
る
支
配
権
に
基
、
つ
く
、
換
価
権
・
売
得
金
取
得
権
の
実
行
で
あ
つ
て
、
手

続
の
目
的
は
目
的
物
を
公
平
に
換
価
す
る
こ
と
に
あ
る
。
従
つ
て
任
意
競
売
手

続
に
お
い
て
は
換
価
の
結
果
た
る
売
得
金
は
客
観
的
に
受
領
権
を
有
す
る
者
に

交
付
す
れ
ぽ
足
り
、
民
訴
法
に
定
め
る
配
当
表
確
定
の
手
続
を
経
る
必
要
は
起

こ
ら
な
い
。
こ
の
説
に
お
い
て
は
、
売
得
金
の
交
付
期
日
に
抵
当
権
者
間
に
、

抵
当
権
の
効
力
・
順
位
、
被
担
保
債
権
の
範
囲
・
額
に
つ
い
て
争
い
が
あ
り
期
日

に
完
結
し
な
く
と
も
、
裁
判
所
は
記
録
上
了
知
し
得
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
売
得

金
を
交
付
し
爾
後
を
関
係
人
同
志
の
訴
訟
に
任
せ
る
こ
と
も
、
あ
る
い
は
受
領

権
者
を
覚
知
で
き
な
い
も
の
と
し
て
交
付
を
留
保
す
る
も
自
由
で
あ
る
が
、
民

訴
法
の
配
当
手
続
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
余
地
は
全
く
な
い
。
こ
れ
に
対

　
　
　
　
（
1
5
）

し
全
面
準
用
説
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
担
保
権
の
実
行
は
、
被
担
保
債
権
の
満

足
を
得
る
た
め
の
物
的
責
任
の
強
制
的
実
現
で
あ
つ
て
、
手
続
の
性
質
は
強
制

執
行
で
あ
る
。
従
つ
て
任
意
競
売
手
続
に
お
い
て
も
配
当
手
続
は
行
な
わ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二
　
　
　
（
七
二
八
）

べ
き
で
、
競
売
法
三
三
条
二
項
が
「
売
得
金
ハ
之
ヲ
受
取
ル
ヘ
キ
者
二
交
付
ス

ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
す
る
の
も
、
配
当
実
施
に
先
立
ち
、
受
取
る
べ
き
老
お

よ
び
額
の
確
定
を
要
す
と
の
趣
旨
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
民
訴
法
の
配
当
手

続
の
規
定
を
準
用
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
説
に
よ
れ
ば
異
議
あ
る
債
権

の
配
当
額
に
つ
い
て
民
訴
法
六
九
七
条
旧
六
三
〇
条
三
項
が
準
用
さ
れ
る
。

　
思
う
に
、
任
意
競
売
手
続
に
お
い
て
担
保
権
者
相
互
の
間
に
担
保
権
の
効
力
・

順
位
、
被
担
保
債
権
の
範
囲
・
額
等
に
つ
い
て
争
い
の
あ
る
場
合
に
、
爾
後
の
関

係
人
間
で
の
不
当
利
得
返
還
請
求
で
紛
争
を
解
決
す
べ
し
と
す
る
こ
と
が
、
充

分
な
救
済
方
法
で
な
い
以
上
、
民
訴
法
の
配
当
手
続
の
規
定
が
競
合
債
権
者
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
16
）

の
利
害
対
立
の
調
整
を
中
心
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
任
意
競
売
手
続
の

性
質
の
許
す
限
り
こ
れ
を
準
用
し
て
、
紛
争
を
解
決
し
て
お
く
こ
と
は
望
ま
し

い
措
置
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
全
面
準
用
説
は
そ
の
根
拠
と
し
て
任
意
競
売
手
続

を
強
制
執
行
と
す
る
点
に
疑
問
が
あ
る
。
競
売
法
が
任
意
競
売
と
い
わ
ゆ
る
形

式
的
競
売
と
を
統
一
し
て
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
む
し
ろ
競
売
法
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

競
売
手
続
は
私
人
の
換
価
権
に
基
づ
く
換
価
の
た
め
の
手
続
と
解
す
べ
き
で
、

こ
の
点
よ
り
す
れ
ば
任
意
競
売
手
続
を
強
制
執
行
と
解
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、

民
訴
法
の
配
当
手
続
の
規
定
を
全
面
的
に
準
用
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は

で
き
な
い
。
し
か
し
任
意
競
売
手
続
が
換
価
の
た
め
の
権
利
実
行
手
続
で
あ
る

と
し
て
も
、
裁
判
所
が
配
当
表
に
対
す
る
異
議
・
異
議
の
訴
の
提
起
を
許
容
し
、

判
決
確
定
ま
で
売
得
金
の
交
付
を
留
保
す
る
こ
と
は
さ
し
つ
か
え
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
に
取
扱
つ
た
場
合
、
担
保
権
者
が
権
利
実
行
す
る
間
に
配

当
表
に
対
す
る
異
議
に
よ
つ
て
売
得
金
の
取
得
が
妨
げ
ら
れ
た
り
、
配
当
異
議

訴
訟
の
提
起
に
よ
つ
て
確
定
判
決
な
し
に
は
、
売
得
金
を
取
得
で
き
な
く
な
る



が
、
売
得
金
の
、
父
付
前
に
は
、
担
保
権
者
は
担
保
物
上
の
財
産
価
値
に
対
す
る

支
配
権
を
有
し
て
も
、
事
実
的
支
配
を
有
す
る
も
の
で
は
な
く
、
担
保
権
者
相

互
間
に
そ
の
支
配
権
の
効
力
・
範
囲
等
に
争
い
の
あ
る
以
上
、
双
方
に
売
得
金

の
交
付
を
留
保
し
て
、
受
領
す
べ
き
者
・
金
額
の
確
定
を
要
す
る
と
し
て
も
、

担
保
権
者
の
既
得
の
利
益
を
害
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
従
つ
て
、
裁
判
所

が
配
当
表
に
対
す
る
異
議
・
異
議
の
訴
の
提
起
を
許
容
し
、
売
得
金
の
交
付
を

留
保
す
る
範
囲
内
で
そ
の
取
扱
い
に
関
す
る
民
訴
法
の
配
当
手
続
の
規
定
の
準

用
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
民
訴
法
旧
六
三
〇
条
三
項
の
準
用
も
肯
定
し
得

る
。
同
趣
旨
の
本
件
判
決
は
正
当
で
あ
る
。

　
三
　
本
件
判
決
に
よ
つ
て
、
任
意
競
売
手
続
に
お
い
て
、
配
当
異
議
訴
訟
の
◎

提
起
を
許
し
た
以
上
、
判
決
確
定
に
至
る
ま
で
売
得
金
の
交
付
を
保
留
し
、
異

議
あ
る
債
権
の
配
当
額
は
供
託
す
べ
き
も
の
と
な
つ
た
。
従
来
の
判
例
か
ら
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
18
）

明
ら
か
で
な
く
、
区
々
に
別
れ
て
い
た
実
務
上
の
取
扱
い
に
一
つ
の
指
標
を
示

し
た
も
の
と
い
え
る
。

　
（
1
）
　
上
谷
・
本
件
高
裁
判
決
評
釈
・
判
タ
ニ
五
四
・
八
五
頁
注
①
ω
に
あ
げ
る
も
の
。

　
（
2
）
明
四
四
・
一
一
・
二
二
民
事
局
長
回
答
・
民
事
裁
判
資
料
四
五
号
四
五
五
頁
。

　
（
3
）
松
岡
・
強
制
執
行
法
要
論
下
一
五
六
六
頁
、
深
沢
・
強
制
行
法
各
則
（
書
研
教

　
　
材
二
〇
号
）
・
二
八
三
頁
、
執
行
保
全
手
続
研
究
会
・
執
行
手
続
実
務
録
三
巻
三

　
　
三
二
一
頁
、
訟
廷
執
務
資
料
二
七
号
・
記
録
を
中
心
と
し
た
執
行
保
全
手
続
の
研
究
・

　
　
四
七
六
頁
。

　
（
4
）
宮
脇
．
「
抵
当
権
の
実
行
に
よ
る
回
収
』
基
本
金
融
法
務
講
座
・
回
収
皿
・
六

　
　
八
六
頁
・
注
三
・
四
上
・
谷
・
前
掲
評
釈
。

（
5
）
福
永
・
本
件
評
釈
・
判
タ
三
二
〇
・
九
六
頁
。

（
6
）
　
明
四
〇
・
九
・
二
五
・
民
録
一
三
輯
八
八
六
頁
、
明
四
三
二
一
・
二
五
・
民

　
録
一
六
輯
七
九
五
頁
。

（
7
）
　
大
三
．
七
・
｝
傍
論
・
民
録
二
〇
輯
五
七
〇
頁
、
昭
へ
・
五
・
三
〇
・
口
一
桟
集
一

　
二
巻
一
四
号
二
二
八
一
頁
、
昭
九
二
二
・
二
三
・
法
学
三
巻
二
一
三
二
頁
Q

（
8
）
昭
三
一
・
二
・
三
〇
・
民
集
十
巻
二
号
一
四
九
五
頁
Q

（
9
）
　
昭
四
九
・
＝
マ
六
・
民
集
二
八
巻
一
〇
号
一
八
四
一
頁
。

（
1
0
）
　
昭
四
三
・
六
・
二
七
・
民
集
二
二
巻
六
号
一
四
一
五
頁
。

（
1
1
）
昭
二
・
五
・
二
六
・
民
集
六
巻
二
九
一
頁
、
昭
四
・
一
一
・
二
七
・
法
律
新
聞

　
三
〇
八
二
号
一
三
頁
、
昭
六
・
一
・
一
四
・
法
律
新
聞
三
二
二
四
号
九
頁
。

（
1
2
）
昭
一
五
・
七
・
二
二
・
法
律
新
聞
四
六
〇
一
号
一
二
頁
。

（
1
3
）
昭
七
・
八
・
二
九
・
民
集
二
巻
一
七
号
一
七
二
九
頁
。

（
1
4
）
　
兼
子
・
強
制
執
行
法
・
二
六
一
頁
、
同
・
判
例
民
事
法
昭
一
六
年
度
・
四
〇
五

　
頁
、
菊
井
・
判
例
民
事
手
続
法
二
四
八
頁
。

（
1
5
）
雄
本
・
判
例
批
評
録
・
二
巻
・
二
一
八
頁
、
岩
松
・
競
売
法
・
七
二
頁
、
井
野

競
売
法
・
一
八
三
頁
。
小
野
木
・
競
売
法
（
新
法
学
全
集
）
五
四
・
六
八
・
八
七

頁
、
斉
藤
・
競
売
法
・
一
八
八
頁
、
同
・
民
商
・
三
五
巻
五
号
八
九
頁
、
河
本
・
民

商
一
五
巻
六
号
六
一
頁
。

（
1
6
）
中
野
・
「
配
当
手
続
の
性
格
」
兼
子
還
暦
記
念
・
裁
判
法
の
諸
問
題
・
下
・
二

　
九
五
頁
。

（
1
7
）
伊
東
・
「
競
売
法
に
よ
る
競
売
の
本
質
」
・
小
野
木
・
斉
藤
還
暦
記
念
・
抵
当
権

　
の
実
行
・
上
・
一
頁
、
同
・
「
競
売
手
続
と
公
信
的
効
果
」
・
民
事
訴
訟
法
研
究
・
三

　
三
三
頁
。

（
18
）
　
司
法
研
修
所
調
査
叢
書
七
号
・
執
行
法
に
関
す
る
諸
問
題
・
五
五
六
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
東
乾
・
本
田
耕
一

判
　
例
　
研
　
究

一
〇
三

（
七
二
九
）


